
JP 2009-10315 A5 2011.4.14

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年4月14日(2011.4.14)

【公開番号】特開2009-10315(P2009-10315A)
【公開日】平成21年1月15日(2009.1.15)
【年通号数】公開・登録公報2009-002
【出願番号】特願2007-318468(P2007-318468)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/00     (2010.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/64     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/08     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/59     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  33/00    　　　Ｍ
   Ｃ０９Ｋ  11/64    ＣＱＤ　
   Ｃ０９Ｋ  11/08    　　　Ｂ
   Ｃ０９Ｋ  11/59    ＣＱＨ　
   Ｃ０９Ｋ  11/08    　　　Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成23年2月25日(2011.2.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　励起光を発する半導体発光素子と、
　前記励起光を吸収して緑色光を発する第１の蛍光体とを含む発光装置において、
　前記励起光を発する前記半導体発光素子の発光ピーク波長が４４０ｎｍ以上４５０ｎｍ
未満であり、
　前記第１の蛍光体は、β型Ｓｉ３Ｎ４結晶構造を有する酸窒化物の結晶の中にアルミニ
ウム元素と、Ｍｎ、ＣｅおよびＥｕから選ばれる金属元素Ｍとが固溶してなり、前記結晶
中に含まれる酸素量が０．８質量％以下である固溶体を含む発光装置。
【請求項２】
　励起光を発する半導体発光素子と、
　前記励起光を吸収して緑色光を発する第１の蛍光体とを含む発光装置において、
　前記励起光を発する前記半導体発光素子の発光ピーク波長が４００ｎｍ～４１０ｎｍで
あり、
　前記第１の蛍光体は、β型Ｓｉ３Ｎ４結晶構造を有する酸窒化物の結晶の中にアルミニ
ウム元素と、Ｍｎ、ＣｅおよびＥｕから選ばれる金属元素Ｍとが固溶してなり、前記結晶
中に含まれる酸素量が０．８質量％以下である固溶体を含む発光装置。
【請求項３】
　前記第１の蛍光体が、前記励起光を照射することにより波長５２０ｎｍ～５５０ｎｍの
範囲にピーク波長を有する緑色光を発する請求項１または２に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記第１の蛍光体が、前記励起光を照射することにより波長５２０ｎｍ～５３５ｎｍの
範囲にピーク波長を有する緑色光を発する請求項１または２に記載の発光装置。



(2) JP 2009-10315 A5 2011.4.14

【請求項５】
　前記金属元素ＭがＥｕであり、前記第１の蛍光体の発光スペクトルの半値全幅が５５ｎ
ｍ以下である請求項３または４に記載の発光装置。
【請求項６】
　前記励起光を照射することにより赤色光を発する第２の蛍光体を含む請求項１～５のい
ずれかに記載の発光装置。
【請求項７】
　前記第２の蛍光体が、前記励起光を照射することにより波長６００ｎｍ～６７０ｎｍの
範囲にピーク波長を有する赤色光を発する請求項６に記載の発光装置。
【請求項８】
　前記第２の蛍光体の発光スペクトルの半値全幅が９５ｎｍ以下である請求項６または７
に記載の発光装置。
【請求項９】
　前記第２の蛍光体がＥｕ賦活ＣａＡｌＳｉＮ３を含む請求項６に記載の発光装置。
【請求項１０】
　前記第２の蛍光体がＥｕ賦活Ｍ２Ｓｉ５Ｎ８（ただしＭは、Ｍｎ、ＣｅおよびＥｕから
選ばれる金属元素）およびＥｕ賦活Ｓｒ２Ｓｉ５Ｎ８を含む請求項６に記載の発光装置。
【請求項１１】
　前記励起光を照射することにより青色光を発する第３の蛍光体を含む請求項２～１０の
いずれかに記載の発光装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれかに記載の発光装置をバックライト光源とした画像表示装置。
【請求項１３】
　請求項１～１１のいずれかに記載の発光装置をバックライト光源とし、赤色光、緑色光
および青色光それぞれを透過するカラーフィルタを含む画像表示装置。
【請求項１４】
　青色光を透過する青カラーフィルタの波長５３０ｎｍにおける透過率が透過率の最大値
の２０％以下である請求項１３に記載の画像表示装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明は、励起光を発する半導体発光素子と、励起光を吸収して緑色光を発する第１の
蛍光体とを含む発光装置において、励起光を発する半導体発光素子の発光ピーク波長が４
４０ｎｍ以上４５０ｎｍ未満であり、第１の蛍光体は、β型Ｓｉ３Ｎ４結晶構造を有する
酸窒化物の結晶の中にアルミニウム元素と、Ｍｎ、ＣｅおよびＥｕから選ばれる金属元素
Ｍとが固溶してなり、結晶中に含まれる酸素量が０．８質量％以下である固溶体を含む発
光装置に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明は、励起光を発する半導体発光素子と、励起光を吸収して緑色光を発する第１の
蛍光体とを含む発光装置において、励起光を発する半導体発光素子の発光ピーク波長が４
００ｎｍ～４１０ｎｍであり、第１の蛍光体は、β型Ｓｉ３Ｎ４結晶構造を有する酸窒化
物の結晶の中にアルミニウム元素と、Ｍｎ、ＣｅおよびＥｕから選ばれる金属元素Ｍとが
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固溶してなり、結晶中に含まれる酸素量が０．８質量％以下である固溶体を含む発光装置
に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、本発明の発光装置において、第１の蛍光体は、励起光を照射することにより波長
５２０ｎｍ～５５０ｎｍの範囲にピーク波長を有する緑色光を発することが好ましい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また、本発明の発光装置において、第１の蛍光体は、励起光を照射することにより波長
５２０ｎｍ～５３５ｎｍの範囲にピーク波長を有する緑色光を発することが好ましい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また、本発明の発光装置において、金属元素ＭはＥｕであり、第１の蛍光体の発光スペ
クトルの半値全幅が５５ｎｍ以下であることが好ましい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更



(4) JP 2009-10315 A5 2011.4.14

【補正の内容】
【００２６】
　また、本発明は、上述した発光装置をバックライト光源とした画像表示装置に関する。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　また、本発明は、上述した発光装置をバックライト光源とし、赤色光、緑色光および青
色光それぞれを透過するカラーフィルタを含む画像表示装置に関する。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　また、本発明の画像表示装置において、青色光を透過する青カラーフィルタの波長５３
０ｎｍにおける透過率が該透過率の最大値の２０％以下であることが好ましい。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２０】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】削除
【補正の内容】
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